
住まいに関する支援制度一覧

市町村名：　　　長野原町　　

区分 事業名称 融資・助成の対象となる（工事）内容 対象（者）要件 限度額
融資利率

（利子補給の場合は
利子補給率）

融資期間 申請/募集時期 募集枠 担当課
電話番号

（申込・問合せ先）
ＨＰ掲載（リンク先） その他

住宅改修等 助成 長野原町住宅改修等助成事業
助成を受けようとする者が町内に所有する住宅及び併
用住宅とする。また町内施工業者により町内で施工さ
れる増改築工事とする

１）継続して町内に１年以上住民
登録又は外国人登録をしているこ
と。２）助成の対象となる建物の所
有者及び所有者等と同一世帯に
属する者全員が納付すべき町
税、その他の町に対する債務に遅
滞がないこと。３）所有者等又は所
有者等と同一世帯に属する者が、
当該住宅に現に居住又は居住見
込みであること。４）増改築等工事
について、本町の他の補助金や助
成金等の交付を受けていないこ
と。

20万円 工事着工前
予算の範

囲内
建設課 0279-82-3010

https://www.town.nagano
hara.gunma.jp/www/cont
ents/1677650643895/ind

ex.html

ﾘﾌｫｰﾑ資金(高齢者住宅改造費助成事業等) 助成
居宅介護（予防）住宅改修費支給事

業
高齢者の安全、利便を配慮し家屋を改造するための工
事費用

要介護（支援）認定を受けている
人

20万円の9割補助（18
万円）

改修費用（20万円を
超える場合は20万円）
の7割から9割（個人の
負担割合によって異な

る）

随時 随時 随時
町民生活

課
0279-82-2246

https://www.town.nagano
hara.gunma.jp/www/cont
ents/1360739857537/

ﾘﾌｫｰﾑ資金(重度身体障害者（児）住宅改造費助成
制度等）

助成 重度身体障害者住宅改造費の助成

重度身体障害者（視覚障害・肢体不自由（下肢・体
幹））または障害者と世帯を同一にする方が、住宅設備
を障害者に適するように改造する場合、その改造に要
する費用に対して補助金の交付を行います。（新築・増
築は対象外です。）＜対象事業＞浴室・便所・玄関・台
所・その他町長が必要と認めた改造工事。（当該年度
内に開始し完了すること）　※介護保険の居宅介護（支
援）住宅改修費または重度障害者等に対する日常生
活用具給付事業の住宅改修費の対象となる工事は補
助対象外。

長野原町に居住し、下記のいずれ
かの障害を有する方（１）下肢また
は体幹の障害者で１・２級の方
（２）下肢及び体幹の重複障害者
で１・２級の方　（３）視覚障害１級
の方　※ただし、当該年度分市町
村民税（所得割）160，000円未
満の世帯に限ります。（４）上肢の
障害者で１・２級の方（ただし、両
上肢共に４級以上の障害のある
方）

５０万円 工事着工前 随時
町民生活

課
0279-82-2246

https://www.town.nagano
hara.gunma.jp/www/inde

x.html

生ごみ処理機等購入費 助成
長野原町生ごみ処理機器等購入補

助

1)土中の微生物や細菌等の働きを利用して、生ごみを
減量又は堆肥化することを目的として作られた容器(コ
ンポスト容器) 2)電力等(手動も含む)を利用することに
より、生ごみを減量又は堆肥化することを目的として作
られた機器(電動式等生ごみ処理

1）町内に住所を有し、居住してい
る方2）町税滞納の無い方3）購入
した生ごみ処理機器等を設置し、
適正に維持管理できる方4）堆肥
化された生ごみを自ら適正に処理
することができる方5）1世帯あたり
1年度に2基まで（電動式等は1基
まで）

２万円
購入価格の1,000円を

超えた額
購入後

随時受付
予算の範
囲内

町民生活
課

0279-82-2246

https://www.town.nagano
hara.gunma.jp/www/cont
ents/1361768133807/ind

ex.html

住宅用再生可能エネルギーシステム設置費 助成
長野原町住宅用再生可能エネル

ギーシステム設置費補助

〔太陽光発電システム〕１）低圧配電線と逆潮流有りで
連系していること2）住宅用太陽光発電システムにおい
てモジュールの公称最大出力10kw未満であること3)
未使用品であること〔定置型リチウムイオン蓄電池シス
テム〕1）蓄電容量の合計が1kWh以上であること2）常
時住宅用太陽光発電システムと接続していること3）未
使用品であること

1）町内に住所を有する方（法人は
除く）2）世帯全員で町税及び使用
料に滞納の無い方3）自らが所有
若しくは居住する町内の住宅（併
用住宅含む）等に住宅用再生可
能エネルギーシステムを設置した
方、または設置された新築住宅を
購入する方4）当該住宅について
一度限りであること

各システム20万円
1kw・1ｋWhあたり5万

円
工事着手前
4/1～1/31

10件
町民生活

科
0279-82-2246

https://www.town.nagano
hara.gunma.jp/www/cont
ents/1361758473837/ind

ex.html


